
第１号様式

法令適用事前確認手続（照会書）

令和8年2月5日

担当課・室の長 殿

照会者名

住所

下記について、照会します。

なお、照会及び回答内容（照会に係る法令の条項の性質上照会者名を公にすることが回答に当た

って必要とされる場合にあっては、照会及び回答内容並びに照会者名）が公表されることに同意しま

す。

記

１．法令名及び条項

貨物自動車運送事業法第３条（運送の許可に関する規定）

２．将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実

現在、当方はＡ社より「堆肥管理業務（堆肥の攪拌、切り返し等）」を受託しております。当該

業務においては、Ａ社が保有する「Ｂ牧場」から発生する家畜糞尿を原料として堆肥を製造する

ため、これを運搬し、同じくＡ社が保有する「Ｃ牧場」に設置された堆肥施設において、堆肥の

製造および管理業務を実施しております。この過程において、堆肥管理業務の一環として、「Ｂ牧

場」から「Ｃ牧場」への糞尿（堆肥原料）を有償で運搬する行為を当方が受託することが可能か

どうかについて協議を行っています。

なお、「Ｂ牧場」と「Ｃ牧場」は、同一敷地内又は近隣に立地するものではなく、両者間の移動

には高速道路を使用する必要がある程度の距離（片道約50km）がございます。

※堆肥の製造および管理工程においては、複数の堆肥施設間で堆肥または堆肥原料の移送が必

要となる場合があり、現行の堆肥管理業務の一環として、これらの移送を有償（実費見合い

をＡ社に請求）で行うことを検討しております。

つきましては、以下についてご教示いただきたく、本照会を行うものです。

①当該有償運搬行為が、貨物自動車運送事業法第３条に規定される「貨物自動車運送事業」に

該当するか否かについての法令上の位置付け



②有償性の定義について

法令適用事前確認手続照会及び回答事案の中で有償性に関する記載がありました。個々の事案

毎に判断するものであると認識していますが、実費には他にどういった項目が含まれるかご

教示ください（高速代・車両の減価償却費など）。

・平成２９年３月２１日回答分：運送距離に応じて金額が変動するものではない場合、Ａ社

の主たる業務である設置業務に付帯して行われる行為であるものと解することができる

・令和３年８月２５日回答分：人件費等の実費相当分のみに対する対価の収受であれば、運

送の対価としての有償性は認められないと解される

・令和５年１２月５日回答分：燃料費等の実費相当分のみに対する対価の収受であれば、運

送の対価としての有償性は認められないと解される

※①で「貨物自動車運送事業」に該当する場合であっても、後学のためにご教示ください。

３．当該法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠

堆肥管理業務の工程の一部であり、密接不可分であると認識しています。また、運搬に関する実

費相当（燃料・高速代・人件費のみ）をＡ社に請求するため、当該運搬行為を受託することは問

題無いと考えます。

４．公表の延期の希望（希望する場合のみ）

希望しません。

５．連絡先




